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ＴＯＫＯニュースレター 

Ｖｏｌ．80/201７年６月号 

発行日：201７年６月３０日 

 

 

Ⅰ．最新情報（201７年５月１日～201７年５月３１日） 

１．一般会計（会計制度委員会） 

特になし 

 

２．IFRS関係（会計制度委員会） 

特になし 

 

 

３．学校法人会計（学校法人委員会） 

 特になし 

 

４．非営利・公会計（非営利法人委員会、公会計委員会） 

特になし 

 

 ６月にはいり、梅雨入りしたと思ったら、あまり雨は降らず、今年は空梅雨のようです。降れ

ば降ったでジメジメムシムシ嫌な季節と考え、降らなければ降らないで、水がめの貯水率が気に

なり、夏場の渇水を心配する人もいます。このように、何事にもマイナス面ばかり気にして考え

ることを、“奴隷思考”と言うらしいのですが、対極にある“王様思考”では、物事のプラス面

をとらえ、何事もポジティブに解そうとする思考をいうのだそうです。 

「今年は、雨あまり降らなくてよかったね。」 

「今年は暑いけど、夏物がたくさん売れてよかったね」 

「急に寒くなったおかげで、紅葉がきれいですね」 

「寒いけど雪が降って、スキー場が賑わってよかったね」 

「春らしくなって、桜がとてもきれいですね」 

シンプルでポジティブな思考のほうが楽ですし、楽しいですね。 
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５．IT 関係（IT 委員会） 

 特になし 

 

６．その他 

ＣＰＡ協会 

ＨＰ掲載日 
種類 タイトル 内  容 適用時期等 

2017 年 5 月

18 日 

調 査

公表 

「2017 年版 上

場企業監査人・監

査報酬実態調査報

告書」の公表につ

いて 

「監査人・監査報酬問題研究会」（本年度責任者・町田祥弘青山

学院大学大学院教授）が、当協会からの委託研究の成果として

「2017 年版 上場企業監査人・監査報酬実態調査報告書」を取

りまとめたので公表します。 

― 

2017 年 5 月

３１日 

お 知

らせ 

「監査法人におけ

る実効的な組織運

営に関する取組の

一覧」ページ開設

のお知らせ 

 日本公認会計士協会では、平成 29 年５月 31 日付けで、掲載を

希望する監査法人における監査品質を維持・向上するための実効

的な組織運営に関する取組について紹介するページを新たに開

設しました。 

  本ページ開設に当たっては各監査法人から事前に掲載の申込

みを受け付け、掲載希望のあった監査法人における取組を今回の

開設と同時に掲載しております。各監査法人からの掲載・変更の

申込みは随時受け付けており、今後も定期的に更新してまいりま

す。 

 

― 
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Ⅱ．連絡広場 

ワンポイントメッセージ 

 『ビジネス教養としての仮想通貨』その２ 

仮想通貨についでは、どのようなイメージをお持ちでしょうか？ 

マウントゴックスの破綻報道により、より一般的に認知されることとなった反面、詐欺的な商法と紙一重

である等のマイナスイメージを持たれているのではないでしょうか？それでも、仮想通貨は有力な決済手

段として評価されており、FInTechの中心的存在であることは間違いなく、今後その影響力は級数的に大

きくなるものと推測されていることは、本ニュースレター平成２６年８月号Vol.70で指摘した通りであ

ります。 

次の要約は、わが国における仮想通貨に関する状況をまとめたものですが、意見に関する部分は筆者の私

見であり、監査法人としての統一見解ではございませんので、ご了承ください。 

 

１ 仮想通貨交換業者に対する登録制の導入 

   改正資金決済法において、仮想通貨が定義され、仮想通貨の売買等を行う仮想通貨交換業者に対して

登録制が導入された。 

 

２ 平成 29 年 5 月３１日現在の登録業者 

 平成29年5月３１日現在の登録業者はない。 

 

３．経過措置 

  平成 29 年 4 月１日より前に現に仮想通貨交換業を行っていた者は、６カ月間は当該仮想通貨交換業

を行うことができる。つまり、登録の申請のリミットは平成 29 年９月３０日。 

     

４．規制 

   ①財務規制（⇒会計監査） 

   ②行為規制 

   ③利用者保護（⇒分別管理監査） 

   ④マネーロンダリング規制 

 

５．消費税等 

   平成２９年７月の取引より、非課税取引とされた。 

 

６．今後の動向（個人的予想） 

   ①登録された仮想通貨交換業者は、金融庁の規制下にあり、安心して取引ができるようになる。 

   ②仮想通貨は、メディア、セミナー、SNS、口コミ等により、ますますメジャーになる。 

 ③米ドル、日本円、ユーロ圏外では、仮想通貨のほうが法定通貨よりも信頼性が増すことも考えられ

る。 
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   ④中国、フィリピンでは取引量が加速度的に増す。 

   ⑤日本においては、円の信認が厚いため、主たる決済手段やメジャーな財産保全手段とはならない。 

   ⑥FXの初期のように、「完全なる投機ゲーム」が流行し、大儲けする者、財産なくす者が出てくる。 

   ⑦実はチャイナリスクにさらされていることが、広く認識されるような事件が起こる。 

 

 

以 上 
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